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秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

「秋田県の高次脳機能障害支援拠点機関の紹介」

第14回高次脳機能障害講演会

秋田県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・精神医療ｾﾝﾀｰ

医療相談連携室 髙橋 敏弘

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

けがや病気により脳に損傷を受けた方で、一見平常に戻っ
たように見えても、退院後に家族や友人から「単なる怠け者
になってしまった」とか「人が変わってしまった」と気付かれる
方がいます。
そのような方は、身体の障害がないか軽いにもかかわらず、

社会生活や日常生活の場に戻って初めて事態が深刻である
ことに気付き、きちんと診察を受けたらその原因が高次脳機
能障害にあったということが常です。ここに高次脳機能障害
をもつ人たちが抱える問題が凝縮されています。

「高次脳機能障害支援普及事業の背景」
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秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳出血や脳梗塞、交通事
故などによる脳の損傷のため、記憶障害や注意
障害など認知障害が生じ、日常生活または社会
生活に制約がある状態をさします。

高次脳機能障害の主な症状として、「記憶障害」、
「注意障害」、「半側空間無視」、「遂行機能障
害」、「社会的行動障害」、「失語症」、「易疲労」
などがあります。

脳の損傷部位や程度などのさまざまな要因に
よって、現れる症状の程度や組みあわせはさま
ざまです。

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

行政的な診断基準

厚生労働省は、高次脳機能障害者に対する医療・福祉サービスを行う際に必要な支援方法を確立するた
めに、平成 13 年度から高次脳機能障害支援モデル事業を実施しました。
この事業の成果の一つとして、以下のような「高次脳機能障害診断基準」が作成されました。

この診断基準は、医療機関で実施される医学的リハビリテーションに対する診療報酬や精神障害者保健
福祉手帳の取得、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請などに利用されています。

学術的には、脳損傷が原因の失語・失行・失認や記憶障害など各種の認知機能の障害を高次脳機能障
害と定義しています。しかし、厚生労働省の診断基準では、「記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会
的行動障害」の 4 障害を指しており、失語症は、身体障害者手帳が申請できるため、ここには含まれてい
ません。そして、原因となる病巣は、「MRI、CT、脳波などにより確認されている」または「器質的病変が存
在した」と確認されていなければなりません。

また、原因疾患として、先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害や進行性疾患であるアルツハイ
マー型の認知症やパーキンソン病は除外されています。すなわち、診断基準上の原因疾患は、主に脳卒
中、脳外傷、低酸素脳症、脳腫瘍、脳炎などの後天性疾患に限られています。
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＊器質的病変とは、病気や外傷によって生じる脳の “ 傷 ” のことです。
＊ なお、診断基準のIとIIIを満たす一方で、IIの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症
例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得ます。

高次脳機能障害の主な症状

記憶障害 注意障害

社会的行動
障害

遂行機能
障害



4

高次脳機能障害の主な症状①

記憶障害
昔のことが思い出せなかったり、新しいこと
をおぼえておくことが難しい。。

よ
く
あ
る
症
状

□見たことや聞いたことを忘れる。
□日課や約束を忘れる。
□人の名前や顔がなかなかおぼえられない。
□同じ質問を何度もする。

□メモを書いても、書いたこと自体を忘れたり、どこに書い
たかわからなくなる。

高次脳機能障害の主な症状②

注意障害
注意を持続する、集中する、周囲に注意をはらう、
すばやく注意を切りかえるといったことが難しい。

よ
く
あ
る
症
状

□アレスミスが多い。
□周りの音や声に注意が散りやすい。

□作業している途中で話しかけられると、その内容を後で覚えてい
ない。
□細かいところに気づくことが難しい。
□複数のことを行うと、どちらかがおろそかになる
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高次脳機能障害の主な症状③

社会的行動障害
行動や言動、感情をその場の状況に合わ
せてコントロールすることが難しい。

よ
く
あ
る
症
状

□我慢できず、無計画にお金を使う。
□イライラして、すぐに機嫌がわるくなる。
□場をわきまえず発言したり、行動する。
□気になることがあると、そのことばかり言う。
□悲観的な言動が目立つ。

高次脳機能障害の主な症状④

遂行機能障害
目標や予定を達成したり、計画的に段取り
よく行動したり、変化にうまく対応して行動す
ることが難しい。

よ
く
あ
る
症
状

□家事や作業を行うとき、段取りや効率が悪い。
□ 「行き当たりばったり」な行動をする。
□複数の担当作業の優先順位の判断が難しい。
□困ったときに誰かに相談することができない。
□先を見越した行動をとることが難しい。
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秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

高次脳機能障害と間違えられやすい状態

（１）せん妄

せん妄状態とは、軽い意識障害（注意力の散漫となってあらわれる）、幻覚と運動不
穏（落ち着きのなさ）を伴い、落ち着かずに歩き回ったり、大声で泣いたり怒鳴ったり
する状態を指す。高齢者では」夜間に憎悪することが多く、診断されれば回復可能な
状態である。
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高次脳機能障害と間違えられやすい状態

（２）認知症

一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害により持続的に低下し、日常生
活や社会生活に支障をきたすようになった状態
意識障害のない時にみられる

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

高次脳機能障害と認知症の違い

①高次脳機能障害は脳損傷の時期が明らかである。
②高次脳機能障害そのものは進行性の障害ではない

認知症とは、アルツハイマー病や脳血管障害、ピック病など、さまざまな疾患が原因で記憶力や判
断力が低下し、日常生活に支障が生じてしまったことで、症状や治療方法も多様です。そのため認
知症の人も高次脳機能障害があるといってもまちがいではありません。

一方、厚生労働省の定義によると高次脳機能障害とは「事故や病気によって脳が損傷し、病気は
治癒固定したものの社会に適応できない記憶や注意、遂行機能などの障害があること」です。原因
疾患は脳血管障害、」脳外傷などがありますが、アルツハイマー病などの進行性疾患は含まれてい
ません。

一般に、高次脳機能障害は進行せず程度によっては回復する場合もありますが、認知症は徐々
に進行していくと考えて良いと思います。
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発達障害との違い

発達障害支援法の発達障害の定義は「自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎
性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害で
あって、その症状が通常低年齢において発言するもの」となっています。

一方、厚生労働省の定義による高次脳機能障害は、脳が損傷した原因となる事故や
病気の事実と、脳の損傷が確認されて」いなければなりません。そして脳の損傷により、
日常生活や社会生活への適応に問題が生じることです。

両障害の違いは、発達障害は原因を規定せず、幼少期に発症するという症状重視で
あるのに対し、高次脳機能障害は発症原因を明確に規定していることです。

小児の高次脳機能障害は発達障害者支援法
に基づき療育手帳の対象になります。

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

高次脳機能障害の特徴

①外見上は障害が目立たない

②本人自身も障害を十分に認識できていないことがある

③障害は診察場面や入院生活よりも、在宅での日常生活、特に社会活動場面（職場、
学校、買い物、市役所や銀行の手続き、交通機関の利用など）で出現しやすいため、
医療スタッフに見落とされやすい。
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主な原因疾患と病名

• 脳血管障害

（脳出血 クモ膜下出血 脳梗塞 もやもや病）

• 脳腫瘍

• 低酸素脳症

（溺水 窒息 心筋梗塞 一酸化炭素中毒等）

• 脳外傷

（脳挫傷 びまん性軸索損傷 急性硬膜下出血

外傷性クモ膜下出血）

福祉制度の利用について

・手足に麻痺等がなく身体障害者手帳に該当しない場合でも、高次脳機
能障害と診断されると「精神保健福祉手帳」の申請が可能です。

・障害者手帳を取得することで様々な福祉サービスの利用が可能になり
ます。

・脳卒中を原因とする４０歳以上の高次脳機能障害の方は「介護保険」の
申請ができます。

・条件を満たしていれば、高次脳機能障害は「障害年金」の受給対象に
なります。
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高次脳機能障害は｢精神障害｣と位置づけられる
※18歳未満の発症・受傷は「知的障害」

☆精神障害者保健福祉手帳
・申請は初診から6ヶ月後

☆障害年金(精神の障害)

・申請は初診から1年6ヶ月後

☆自立支援医療(精神通院 )

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

精神障害者保健福祉手帳診断書作成医

精神保健指定医、又は精神障害の診断・治療に従事する医師。

てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以
外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師。

まずは、今かかっている医療機関に相談
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秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

精神障害者保健福祉手帳診断書

H23.4.1～

診断書に｢知能・記憶・学
習・注意の障害｣の項目が
加わった。

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

障害年金〈精神の障害用診断書作成医〉

小児科，脳神経外科，神経内科，リハビリテーション科，老年科
を専門とする医師が主治医の場合，精神・神経障害の診断又は
治療に従事している医師であれば作成が可能です。

庁文発第1022001号

平成21年10月22日

社会保険庁運営部年金保険課長通知

｢国民年金・厚生年金保険診断書（精神の障害用）の作成医について｣

まずは、今かかっている医療機関に相談
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障害年金診断書（精神の障害用）

・H25.6.1～

障害年金診断書

(精神の障害用)に

高次脳機能障害の項目が追加

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

障害年金（音声または言語機能の障害用）

・H27.6.1～

障害年金診断書

(音声または言語機能の障害用)に

｢会話による意思疎通の程度｣

｢音声言語の表出及び理解の程
度｣

の欄が設けられた。
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医師診断書(高次脳機能障害診断用)

総合支援法のサービス申請は、
精神保健福祉手帳を取得してい
なくても、医師診断書（ICDコード
が記載されているもの）で可能
(ICD10：F04.06.07 症状性を含む器質性精神障害)

ICD：国際疾病分類

平成18年3月22日

厚生労働省・援護局

障害保健福祉部精神保健福祉課 事務連絡

｢障害者自立支援法における障害福祉ｻｰﾋﾞｽの支給申請に係る精神障害者で
あることの確認について｣

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

秋田県における高次脳機能障害
支援普及事業

H21年4月1日より事業がスタート

秋田県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・精神医療ｾﾝﾀｰが拠点病院

となり、支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが配置

【目的】

高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、高次脳機能障害の
正しい理解を促進するための普及・啓発事業、高次脳機能障害の支援
手法等に関する研修等を行い、もって高次脳機能障害に対する支援体
制の確立を図る。
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平成９年４月１日 秋田県としては３つ目の県立病院として開設
平成２１年４月から地方独立行政法人秋田県立病院機構として県から移管
同年、秋田県の高次脳機能障害支援拠点機関
平成２５年１０月１日より、秋田県認知症疾患医療センター開設

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

診療科：リハビリテーション科と精神科

ベッド数：300床

■リハビリテーション科100床
（５０床は回復期リハ病棟、５０床は療養病棟）

■精神科２００床（内１００床は認知症病棟）
精神科救急病棟
医療観察法に基づく指定通院・鑑定入院医療機関

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

高次脳機能障害の相談窓口

秋田県高次脳機能障害相談・支援センター
（秋田県立リハビリテーション・精神医療センター医療相談連携室内）

平日 9：00～17：00

TEL： 018-892-3751(代)

FAX： 018-892-3816( 直)

担当：髙橋、菅原、伊藤
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性別

令和2年度の相談の内訳

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

地域別 令和2年度の相談の内訳



16

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

年代別
令和2年度の相談の内訳

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

疾患別
令和2年度の相談の内訳
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秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

相談内容
令和2年度の相談の内訳

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

リハセンの高次脳機能障害外来

毎週金曜日（予約制）

①9：00

②10：00

③11：00

1人1時間、1日3名まで

担当医：下村辰雄医師

※受診の際は事前にお電話に
てご相談下さい。

※かかりつけ医がある時は基本
的に紹介状が必要です。
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相談から受診、入院、退院の流れ

電話 来所 FAXによる相談

受診

在宅 復学 復職 施設 転院

主に入院治療

関係機関への情報提供

診断・治療
リハビリテーション
行動観察

社会資源の提供

評価のみの
場合は1～2

週間程度

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

パンフレット、リーフレット
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秋田県立リハビリテーション・精神医療センター秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

ご静聴ありがとうございました










